
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号

船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
許
可
（
第
二
条―

第
十
条
）

第
三
章
　
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
実
施
（
第
十
一
条―

第
十
五
条
）

第
四
章
　
監
督
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章
　
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
許
可

（
再
資
源
化
解
体
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
許
可
（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
更
新
を
含
む
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申

請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
当
該
申
請
者
が
法
第
十
条
第
四
項
第
二
号
イ
か
ら
ル
ま

で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
（
保
管
の
場
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、

立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に
当
該
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
の
付
近
の
見
取
図

二
　
申
請
者
が
前
号
に
掲
げ
る
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
（
申
請
者
が
所
有
権
を

有
し
な
い
場
合
に
は
、
使
用
す
る
権
原
を
有
す
る
こ
と
）
を
証
す
る
書
類

三
　
事
業
計
画
書

四
　
収
支
見
積
書

五
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
写
し
及
び
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診

断
書
（
当
該
申
請
者
が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
認
知
、
判
断
又
は
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

六
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す

る
医
師
の
診
断
書
（
当
該
役
員
が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
認
知
、
判
断
又
は
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
株
主
の
有
す
る
株

式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た
出
資
の
金
額
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
住
民

票
の
写
し
及
び
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
（
こ
れ
ら
の
者
が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り

認
知
、
判
断
又
は
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

九
　
申
請
者
に
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
十
一

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
の
住

民
票
の
写
し
及
び
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
（
当
該
使
用
人
が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ

り
認
知
、
判
断
又
は
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

十
　
申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
定
代

理
人
の
住
民
票
の
写
し
及
び
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
（
当
該
法
定
代
理
人
が
精
神
の
機

能
の
障
害
に
よ
り
認
知
、
判
断
又
は
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場

合
に
限
る
。
）

十
一
　
申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
（
当
該
役
員
が
精
神
の
機
能

の
障
害
に
よ
り
認
知
、
判
断
又
は
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場

合
に
限
る
。
）

２
　
主
務
大
臣
は
、
申
請
者
が
法
第
十
条
第
一
項
又
は
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
十
四
条

の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

（
当
該
許
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
こ
の
項
又
は
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
第
九
条
の
二
第
六
項
（
同
令
第
十
条
の
九
第
二
項
、

第
十
条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
条

の
四
第
五
項
（
同
令
第
十
条
の
九
第
三
項
、
第
十
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
別
に
受
け
た
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
し
て
受
け
た
許
可
を
除
く
。
）

に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら

第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
全
部
又
は
一
部
に
代
え
て
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
更
新
の
申
請
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
更
新
を
申
請
す
る
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い

場
合
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
十
条
第
二
項
第
七
号
（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
他
に
法
第
十
条
第
一
項
又
は
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
十
四
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可

番
号

二
　
有
害
物
質
そ
の
他
の
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
（
以
下
「
有
害
物
」
と
い
う
。
）

で
あ
っ
て
、
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
に
お
い
て
管
理
さ
れ
る
も
の
の
種
類

三
　
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
以
外
の
場
所
で
特
定
船
舶
の
全
部
又
は
一
部
の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
当

該
場
所
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
所
在
地

ロ
　
面
積

ハ
　
保
管
量
の
上
限

四
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
者
の
精
神
の
機
能
の
障
害
の
有
無

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法

人
番
号
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
役
員
の
精
神
の
機
能
の
障
害
の
有
無

六
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は

出
資
の
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
者
の
精
神
の
機
能
の
障
害
の
有
無

七
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
者
の
精
神
の
機
能
の
障
害
の
有
無

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
精
神
の
機
能
の
障
害
の
有
無

九
　
申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
定
代

理
人
の
精
神
の
機
能
の
障
害
の
有
無

十
　
申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の

精
神
の
機
能
の
障
害
の
有
無

1



（
再
資
源
化
解
体
の
許
可
証
）

第
三
条
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
許
可
証
を
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
十
一
条
第
一
項
の
更
新
を
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
再
資
源
化
解
体
の
許
可
証
の
備
置
き
）

第
四
条
　
前
条
の
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
内
に
、
当
該
許
可
証
を
備

え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
資
源
化
解
体
の
許
可
の
基
準
）

第
五
条
　
法
第
十
条
第
四
項
第
一
号
（
法
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
に
係
る
基
準

イ
　
有
害
物
の
地
下
浸
透
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
雨
水
等
に
よ
る
有
害
物
の
事
業
所
か
ら
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

ハ
　
有
害
物
の
飛
散
及
び
流
出
並
び
に
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
及
び
振
動
を
防

止
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
に
従
事
す
る
者
の
安
全
及
び
健
康

の
確
保
並
び
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
当
該
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
が
、
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な

関
係
法
令
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
を
行
う
体
制
の
基
準

イ
　
事
故
防
止
対
策
に
関
し
て
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
規
程
等
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
引
火
性
の
物
、
爆
発
性
の
物
、
発
火
性
の
物
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

（２）
　
酸
素
欠
乏
空
気
、
ガ
ス
、
蒸
気
、
粉
じ
ん
等
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

ロ
　
防
災
管
理
に
関
し
て
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
規
程
等
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
各
種
防
災
設
備
の
整
備
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
事
項

（２）
　
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
に
従
事
す
る
者
を
対
象
と
し
た
定
期
的
な
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
事
項

（３）
　
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
災
害
対
策
本
部
及
び
事
業
所
内
外
に
対
応
す
る
防
災
組
織
の
設
置
に

関
す
る
事
項

（４）
　
関
係
官
庁
及
び
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
の
近
隣
住
民
に
対
す
る
緊
急
時
即
時
通
報
連
絡
体
制
に

関
す
る
事
項

（５）
　
防
災
体
制
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
応
急
措
置
に
関
す
る
事
項

（６）
　
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
防
吏
員
へ
の
通
報
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火

災
の
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
に
行
う
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

（７）
　
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
に
関
す
る
事
項

（８）
　
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
事
項

ハ
　
訓
練
に
関
し
て
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
訓
練
計
画
等
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

（１）
　
有
害
物
質
等
情
報
に
関
す
る
事
項

（２）
　
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
に
従
事
す
る
者
の
危
険
の
防
止
に
関
す
る
事
項

（３）
　
保
護
具
等
の
使
用
に
関
す
る
事
項

（４）
　
防
火
上
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（５）
　
緊
急
時
即
応
訓
練
等
防
災
訓
練
に
関
す
る
事
項

（６）
　
救
急
法
に
関
す
る
事
項

ニ
　
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

ホ
　
訓
練
は
、
訓
練
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
が
行
う
こ
と
。

ヘ
　
訓
練
を
受
講
す
る
こ
と
に
よ
り
習
得
さ
れ
た
技
能
及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識
の
適
正
な
評
価
を
行
う
こ

と
。

ト
　
訓
練
計
画
に
つ
い
て
定
期
的
に
見
直
し
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
に
従
事
す
る
者
の
安
全
及
び
健
康

の
確
保
並
び
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観
点
か
ら
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

リ
　
当
該
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
を
行
う
体
制
が
、
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
の
た
め

に
必
要
な
関
係
法
令
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
申
請
者
の
能
力
に
係
る
基
準

イ
　
法
第
十
条
第
二
項
第
六
号
の
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
を
行
う
体
制
の
概
要
を
、
特
定
船
舶
の
再
資
源

化
解
体
に
従
事
す
る
者
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
事
業
計
画
書
又
は
収
支
見
積
書
か
ら
判
断
し
て
、
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
を
継
続
で
き
な
い
こ
と
が

明
ら
か
で
な
い
こ
と
。

ハ
　
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
実
施
に
際
し
て
他
の
法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
許
可
、
認
可
、
承
認
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
許
可
等
」
と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可

等
を
得
て
い
る
こ
と
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
六
条
　
法
第
十
条
第
四
項
第
二
号
ト
（
法
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
特
定
船
舶
の
再
資
源

化
解
体
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と

す
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
等
）

第
七
条
　
再
資
源
化
解
体
業
者
は
、
法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
当

該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
及
び
当
該
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
に
係
る
第
三
条
の
許
可
証
の
写
し
を
添
え

て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
再
資
源
化
解
体
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨

を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
に
係
る
第
三
条
の
許
可
証
を
返
納
さ
せ
た
上
で
、

第
二
号
様
式
に
よ
る
許
可
証
を
再
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六

号
に
掲
げ
る
事
項
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
再
資
源
化
解
体
業
者
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
号
様
式

に
よ
る
届
出
書
に
、
変
更
事
項
に
係
る
書
類
及
び
当
該
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
に
係
る
第
三
条
の
許
可
証

の
写
し
を
添
え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
資
源
化
解
体
業
者
の
地
位
の
承
継
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
譲
受
人
が
法

第
十
条
第
四
項
第
二
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
、
次
に
掲
げ
る
書
類

及
び
譲
渡
人
に
係
る
第
三
条
の
許
可
証
の
写
し
を
添
え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
譲
受
人
に
係
る
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
九
号
中
「
第
一
条
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
一
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

二
　
譲
渡
及
び
譲
受
け
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し

三
　
譲
渡
人
又
は
譲
受
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
に
関
す
る
株
主
総
会
若
し
く
は
社
員

総
会
の
決
議
録
、
無
限
責
任
社
員
若
し
く
は
総
社
員
の
同
意
書
又
は
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
に
関
す
る
意
思
の

決
定
を
証
す
る
書
類
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２
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
承
継
者
が
法
第
十

条
第
四
項
第
二
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び

被
承
継
者
に
係
る
第
三
条
の
許
可
証
の
写
し
を
添
え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
の
方
法
及
び
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
類

二
　
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
に
係
る
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
九
号
中
「
第
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
一
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。
）

三
　
合
併
契
約
書
の
写
し
及
び
合
併
比
率
説
明
書

四
　
合
併
に
関
す
る
株
主
総
会
若
し
く
は
社
員
総
会
の
決
議
録
、
無
限
責
任
社
員
若
し
く
は
総
社
員
の
同
意
書
又

は
合
併
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

３
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
承
継
者
が
法
第
十

条
第
四
項
第
二
号
イ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び

被
承
継
者
に
係
る
第
三
条
の
許
可
証
の
写
し
を
添
え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
分
割
の
方
法
及
び
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
類

二
　
分
割
に
よ
り
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
に
係
る
再
資
源
化
解
体
の
業
務
を
承
継
す
る
法
人
に
係
る
第
二

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
九
号
中
「
第
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
一
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

三
　
分
割
契
約
書
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
分
割
計
画
書
）
の
写
し
及
び
分
割
比
率
説
明
書

四
　
分
割
に
関
す
る
株
主
総
会
若
し
く
は
社
員
総
会
の
決
議
録
、
無
限
責
任
社
員
若
し
く
は
総
社
員
の
同
意
書
又

は
分
割
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

４
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
書
面
に
よ

り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
死
亡
等
の
届
出
）

第
九
条
　
法
第
十
四
条
各
号
に
定
め
る
者
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
と
き
は
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
届

出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
に
係
る
第
三
条
の

許
可
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
の
取
消
し
を
行
う
場
合
の
手
続
）

第
十
条
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
す
と
き
は
、
そ
の

旨
を
書
面
に
よ
り
当
該
再
資
源
化
解
体
業
者
に
通
知
し
、
当
該
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
に
係
る
第
三
条
の

許
可
証
の
返
納
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
実
施

（
再
資
源
化
解
体
計
画
の
承
認
の
申
請
）

第
十
一
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
九
号
様
式
に
よ

る
申
請
書
に
、
次
条
に
定
め
る
再
資
源
化
解
体
計
画
及
び
法
第
十
八
条
第
三
項
（
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
再
資
源
化
解
体
計
画
に
添
付

す
べ
き
書
類
を
添
付
し
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
資
源
化
解
体
計
画
）

第
十
二
条
　
法
第
十
八
条
第
二
項
（
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
資
源
化
解

体
計
画
の
様
式
は
、
第
十
号
様
式
と
す
る
。

２
　
法
第
十
八
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
再
資
源
化
解
体
を
行
お
う
と
す
る
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
に
係
る
第
三
条
の
許
可
証
の
写
し

二
　
再
資
源
化
解
体
を
行
お
う
と
す
る
特
定
船
舶
の
国
籍
及
び
船
舶
所
有
者
を
証
す
る
書
類

三
　
再
資
源
化
解
体
を
行
お
う
と
す
る
特
定
船
舶
の
構
造
を
示
す
図
面

３
　
再
資
源
化
解
体
業
者
は
、
特
定
外
国
船
舶
に
つ
い
て
、
再
資
源
化
解
体
の
た
め
の
譲
受
け
等
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
再
資
源
化
解
体
計
画
に
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
又
は
ス
ペ
イ
ン
語
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
資
源
化
解
体
計
画
の
承
認
の
基
準
）

第
十
三
条
　
法
第
十
八
条
第
四
項
（
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で

定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
酸
素
欠
乏
空
気
、
ガ
ス
、
蒸
気
、
粉
じ
ん
等
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
引
火
性
の
物
、
爆
発
性
の
物
、
発
火
性
の
物
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

三
　
再
資
源
化
解
体
の
工
程
の
順
序
及
び
当
該
工
程
ご
と
の
作
業
内
容
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
が
、
再
資
源
化
解
体
を
行
お
う
と
す
る
特
定
船
舶
の
船
種
、
構
造
、
再

資
源
化
解
体
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
十
分
な
処
理
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
部
品
、
材
料
そ
の
他
の
有
用
な
物
が
破
損
し
、
又
は
そ
の
回
収
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
適

正
に
保
管
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

六
　
技
術
的
か
つ
経
済
的
に
可
能
な
範
囲
で
、
特
定
船
舶
か
ら
部
品
、
材
料
そ
の
他
の
有
用
な
物
を
回
収
し
、
当

該
有
用
な
物
の
再
資
源
化
を
再
資
源
化
解
体
業
者
自
ら
行
う
か
、
又
は
当
該
再
資
源
化
を
業
と
し
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
者
に
当
該
有
用
な
物
を
引
き
渡
す
こ
と
。

七
　
前
号
の
規
定
に
よ
り
回
収
し
た
部
品
、
材
料
そ
の
他
の
有
用
な
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再
資
源
化
を
行
う
ま

で
の
間
（
当
該
再
資
源
化
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
に
引
き
渡
す
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
引
渡
し

を
行
う
ま
で
の
間
）
、
適
正
に
保
管
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
に
従
事
す
る
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
並

び
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

九
　
当
該
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
が
、
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
関
係

法
令
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
再
資
源
化
解
体
計
画
の
承
認
証
）

第
十
四
条
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
再
資
源
化
解

体
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
再
資
源
化
解
体
計
画
の
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
再
資
源
化
解
体
業
者
は
、
当
該
再
資
源
化
解
体
計
画

に
当
該
承
認
証
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
資
源
化
解
体
の
開
始
及
び
完
了
の
報
告
）

第
十
五
条
　
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
開
始
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
再
資
源

化
解
体
業
者
は
、
当
該
再
資
源
化
解
体
の
開
始
前
に
、
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
完
了
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
再
資
源
化
解
体

業
者
は
、
当
該
再
資
源
化
解
体
の
完
了
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
第
十
三
号
様
式
の
報
告
書
を
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。第

四
章
　
監
督

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
六
条
　
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
資
源
化
解
体
業
者
は
、
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
に

お
い
て
火
災
、
爆
発
、
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
又
は
再
資
源
化
解
体
に
伴
っ
て
生
じ
た

廃
棄
物
、
汚
水
若
し
く
は
気
体
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
地
下
に
浸
透
し
、
若
し
く
は
発
散
し
た
こ
と
に
よ
り
船
舶

の
再
資
源
化
解
体
に
従
事
す
る
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
並
び
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
、
又
は

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
状
況
、
そ
の
原
因
、
そ
れ
に
対
し
て
採
っ
た
措
置
及
び
そ
の

再
発
防
止
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
再
資
源
化
解
体
業
者
は
、
特
定
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
関
し
、
前
項
に
規
定
す
る
も

の
以
外
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
こ
れ
に
関
す
る
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
十
七
条
　
法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章
　
雑
則

（
手
数
料
）

第
十
八
条
　
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
十
七
万
千
六
百
円
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し

た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
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規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
七
万
千
四
百
円
）
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
手
数
料
納
付
書
（
第
十
五
号
様
式
）

に
貼
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
九
条
　
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
条
第
一
項
、
第
二
項
（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
項
（
法
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
（
法
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
四
条
並
び
に
第
十
五
条

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働

局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
　
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十
八
条
第
一
項
、
第
四
項
（
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
（
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
第

一
項
並
び
に
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ

な
い
。

３
　
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
特
定
船
舶
再
資
源
化
解
体
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
及
び
労

働
基
準
監
督
署
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）
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法定代理人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談
役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、
取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含
む。）の氏名及び住所並びに精神の機能の障害の有無（申請者が未成年者であり、かつ、その
法定代理人が法人である場合に記入すること。）

（ふりがな）
氏 名 役職名 住所

精神の機能の障害の有無

発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の５以上の額に相当
する出資をしている者（申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者が
あるときに記入すること。）

（ふりがな） 保有する株式の数又は
氏名又は名称 住所 出資の金額

精神の機能の障害の有無

備考 １ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。
２ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「特定船舶再資源
化解体施設の概要」の欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。

３ 「特定船舶再資源化解体施設の概要」の欄については、その記載に代えて、当該
特定船舶再資源化解体施設の構造を明らかにする図面等を添付することができる。

４ 「特定船舶の再資源化解体を行う体制の概要」の欄については、記載しきれない
ときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。

５ 「役員の氏名及び住所」の欄その他の氏名又は名称及び住所並びに精神の機能の
障害の有無の記載を要する各欄については、該当する全ての者を記載することとし
、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面
を添付すること。

６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
７ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい
て、署名は必ず本人が自署するものとする。

第
二
号
様
式
（
第
三
条
関
係
）

第
三
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）
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備考 １ 変更に係る事項のみ記入し、併せてその理由を記入すること。
２ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「特定船舶再資源
化解体施設の概要」の欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。

３ 「特定船舶再資源化解体施設の概要」の欄については、当該特定船舶再資源化解
体施設の構造を明らかにする図面等を添付することでも可能とする。

４ 「特定船舶の再資源化解体を行う体制の概要」の欄については、記載しきれない
ときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。

５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
６ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい
て、署名は必ず本人が自署するものとする。

７ 許可証の写しを添付すること。

第
四
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

第四号様式（第七条関係）

特定船舶の再資源化解体に係る変更届出書（氏名等、軽微な変更）

許可番号

許可年月日

年 月 日

主 務 大 臣 殿

（郵便番号）
住 所
氏 名 印
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電 話 番 号

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第12条第２項に規定される変更をしたので、
同項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。

新 旧

変更の内容

変更理由

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい
て、署名は必ず本人が自署するものとする。

３ 当該変更事項に係る書類及び許可証の写しを添付すること。
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第
五
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

第五号様式（第八条関係）

譲渡及び譲受け認可申請書

年 月 日

主 務 大 臣 殿

（譲渡人）（郵便番号）
住 所
氏 名 印
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電 話 番 号
（譲受人）（郵便番号）
住 所
氏 名 印
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電 話 番 号

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第13条第１項の規定により、特定船舶再資源
化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡及び譲受けについて認可を受けたいので申請しま
す。

再資源化解体業者の地位の承継に関する事項

承継年月日 年 月 日

譲渡及び譲受けの理由

譲渡及び譲受けに係る特定船舶再資源 許可番号：
化解体施設の許可番号及び許可年月日 許可年月日：

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい
て、署名は必ず本人が自署するものとする。

３ 譲受人が法第10条第４項第２号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約
する書面、第８条第１項各号に掲げる書類及び譲渡人の許可証の写しを添付するこ
と。

第
六
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

第六号様式（第八条関係）

合併認可申請書

年 月 日

主 務 大 臣 殿

（郵便番号）
住 所
合併する法人の名称及び代表者の氏名

印
電 話 番 号
（郵便番号）
住 所
合併する法人の名称及び代表者の氏名

印
電 話 番 号

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第13条第２項の規定により、法人の合併後の
地位の承継について認可を受けたいので申請します。

再資源化解体業者の地位の承継に関する事項

承継年月日 年 月 日

合併後存続する法人又は合併によ 名 称：
り設立される法人の名称及び住所 住 所：
並びにその代表者の氏名 代表者の氏名：

合併の理由

合併に係る特定船舶再資源化解体 許可番号：
施設の許可番号及び許可年月日 許可年月日：

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい
て、署名は必ず本人が自署するものとする。

３ 承継者が法第10条第４項第２号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約
する書面、第８条第２項各号に掲げる書類及び被承継者の許可証の写しを添付する
こと。
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第
七
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

第七号様式（第八条関係）

分割認可申請書

年 月 日

主 務 大 臣 殿

（郵便番号）
住 所
分割する法人の名称及び代表者の氏名

印
電 話 番 号

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第13条第３項の規定により、法人の分割後の
地位の承継について認可を受けたいので申請します。

再資源化解体業者の地位の承継に関する事項

承継年月日 年 月 日

分割により特定船舶再資源化解体施設に 名 称：
係る再資源化解体の業務を承継する法人 住 所：
の名称及び住所並びにその代表者の氏名 代表者の氏名：

分割の理由

分割に係る特定船舶再資源化解体施設の 許可番号：
許可番号及び許可年月日 許可年月日：

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい
て、署名は必ず本人が自署するものとする。

３ 承継者が法第10条第４項第２号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約
する書面、第８条第３項各号に掲げる書類及び被承継者の許可証の写しを添付する
こと。

第
八
号
様
式
（
第
九
条
関
係
）

第八号様式（第九条関係）

再資源化解体の許可の失効届出書

許可番号
許可年月日

年 月 日

主 務 大 臣 殿

（郵便番号）
住 所
氏 名 印
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電 話 番 号

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第14条の規定により、届け出ます。

許可失効年月日 年 月 日

法第14条のうち該当する号 一 □ 二 □ 三 □ 四 □

許可失効の理由が死亡の場合は、死亡し 氏名：
た者の氏名及び住所 住所：

許可失効の理由が死亡の場合は、死亡し
た者との続柄

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい
て、署名は必ず本人が自署するものとする。

３ 当該特定船舶再資源化解体施設に係る許可証を添付すること。
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第
九
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）

第九号様式（第十一条関係）

再資源化解体計画の承認申請書

年 月 日

主 務 大 臣 殿

（郵便番号）
住 所
氏 名 印
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電 話 番 号

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第18条第１項又は第25条第１項の規定に基づき
、再資源化解体計画について承認を受けたいので申請します。

（備考）
１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は
必ず本人が自署するものとする。

第
十
号
様
式
（
第
十
二
条
関
係
）
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第
十
一
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第十一号様式（第十四条関係）

再資源化解体計画承認証

住 所
氏 名
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第18条第１項又は第25条第１項の承認を受け
た再資源化解体計画であることを証する。

国 土 交 通 大 臣 印

厚 生 労 働 大 臣
印

労働基準監督署長

環 境 大 臣 印

承認の年月日 年 月 日

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ 法第18条第１項又は第25条第１項の承認を受けた再資源化解体計画の写しを添付
すること。

第
十
二
号
様
式
（
第
十
五
条
関
係
）

第
十
三
号
様
式
（
第
十
五
条
関
係
）

第
十
四
号
様
式
（
第
十
七
条
関
係
）
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第
十
五
号
様
式
（
第
十
八
条
関
係
）

第十五号様式（第十八条関係）

手 数 料 納 付 書

年 月 日
主務大臣 殿

（郵便番号）
住 所
氏 名 印
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電 話 番 号

下記の申請について手数料を納付します。

記

１ 申請事項

２ 金 額

３ 備 考

収 入

印 紙

（注） １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合におい
て、署名は必ず本人が自署するものとする。
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